
 

【回答】 

 ご質問頂きありがとうございます。以下に回答いたします。 

 

Q1. 単年での契約になるのか。 

A1. ご質問を頂き、検討させていただいた結果、本公募による選定は、2年間の契約と致しま 

す。なお、契約金は1年毎に400万円（税抜き）となります。 

 

Q2.  業務内容の⑴については、提案内容（体制）+金額での評価が高い旅行会社が大会以外の

業務を請負う事になるのか。金額が高いところがそれを担う事が出来ない事もあるか。 

A2. 評価基準は公表致しませんが、評価方法に記載の通り、入札金額も評価ポイントの一つ 

となります。 

 

Q3. 次年度以降の事業計画実施事項として挙げられていることは、オフィシャルツーリスト 

の登録企業も含めた実施事項という理解で良いか。仕様書にある(６) その他、JHAとの 

関わり方についてのご提案にあたるか。 

A3. 弊協会は協賛企業の皆様方とJHAの未来に向けたオープンな対話を目指したいと思ってお 

ります。具体的な方法についても、協賛企業の皆様と相談しながら検討を行ってまいり 

ます。 

 

Q4. IATA公認旅行代理店舗である必要はあるか。 

A4. ご指摘いただき検討いたしました。その結果、必ずしもIATAの公認である必要はござい 

ません。よって、IATA公認旅行代理店舗の認定を証するものの提出は必要ございません 

が、認定を取得されている場合は、入札参加企業の信頼性の観点から評価ポイントの対 

象となります。 

 

Q5. 大会に付随しない協会役員・事務局の手配については提案内容を踏まえて1社に特定とあ 

るが、1社に特定された旅行会社は、この協会役員・事務局様の手配に終始し、国内外の 

大会に係る移動、宿泊等業務全般の手配は行わないのか。 

A5. 選定される2,3社の中のうち上記の1社に特定された場合でも、公募要領に記載の業務内 

容（（１）から（５）までの全て）について、競争入札の対象旅行会社となります。  

 

Q6. 世の中の情勢により、予定事業が開催されない事があり得るが、協賛金の還付・返金は 

あり得るか。 

A6. 協賛金は、協賛広告のために拠出頂いているため、やむを得ない状況により予定事業が 

行えなかった場合でも返金は行いません。 

 

Q7. （２）国内開催の国際大会にかかる移動・宿泊業務全般の手配 ・代表選手と言う理解で 

宜しいか 。日本協会 HP 上では 2022 年の国際大会に関する表示が出ていないが仕様に 

ご記載いただいた７項目以外に計画はあるか。 

A7. そのご理解で問題ございません。また、予定事業は決定したもののみ開示しておりま 

す。現在開示できるものはございません。なお、今後、新たに計画された大会が出てき 

た場合は、登録企業には速やかに連絡をいたします。 

 

 



 

Q8. （３）日本代表チームの海外遠征にかかる移動・宿泊手配業務全般の手配 ・確認も含め 

てとあり、全般と記載しているが、海外渡航先における移動・宿泊手配全量と言う理解 

でよいか。 ※渡航先の主催者にて準備等の特別な事由は除く 

A8. そのご理解で問題ございません。原則として、そのように考えています。 

 

Q9. （４）大会以外の日常的な日本協会役員、事務局員の移動、宿泊の手配業務全般 ・頻度 

はどの程度計画されているか。 

A9. ピーク時であれば、事務局スタッフだけでも10人程の移動と1週間程度の宿泊があります 

が、現地での打合せなど計画外のこともあるため、はっきりとは申し上げられません。 

日常的な日々の出張等の手配を対応頂くことを考えております。 

 

Q10. （５）その他海外派遣等に付随する事項（ビザ取得代行、必要書類作成、情報の提供 

等） 、（※）印がついていないが、こちらは業務内容（４）と同様な扱い（１社） と

いう理解であっているか。 その際、（３）との関係性（取扱う業者）はどうなるか。 

A10. 申し訳ございません、（※）が抜けておりました。ご指摘ありがとうございます。当該 

業務は、1社ではなく、他の（１）から（３）に付随し、落札業者となります。 

 

Q11. （７）年度末(3 月)に速やかな請求書の発行に対応出来る事 ・事業要件ごとに請求書を 

発行すると同時に、年度末(3 月)にかかる事業要件について は経理処理が早急に処理で 

きるよう、通常よりも早く請求書を発行するという認識でよいか。  

A11. はい。 

 

Q12. 公募要領 6.(7) 精算については3カ月ごとにお支払いとなるか。 

A12. いいえ。3か月ごとに行っていただきたいのは、取扱い高に関する報告となります。 

 

Q13. 公募要領 7.(1) 400万円相当のVIK（物品提供）でも可能か。 

A13. 金銭のみで、VIKは対象外となります。 

 

Q14. 公募要領 7.(1) 協賛金の支払い期日はいつ頃になるか。 

A14. 弊協会による確定後、可及的速やかにお願いいたします。概ね、4月末を予定しておりま 

すが、落札された企業様と相談いたします。 

 

Q15. 公募要領 12.(2) 今回公示されている委託予定事業の人数規模はどれくらいか。 

A15. 12.その他の⑵の予定事業を前提にすると、500人程になります。 

 

Q16. 来年度に国内で開催予定の国際大会はあるか。 

A16. 現時点では未定です。今後に向けて検討を重ねているところです。 

 


